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年
金
改
革
の
基
本
は
、
６
０
０
兆

円
に
達
す
る
過
去
債
務
へ
の
対
処
で

あ
る
。
こ
れ
は
銀
行
の
不
良
債
権
処

理
と
同
じ
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
問
題
で

あ
る
。
ま
た
、

年
金
制
度
へ
の
信
頼

回
復
の
基
本
は
払
っ
た
年

金
保
険
料
分
が
将
来
の
給

付
に
反
映
さ
れ
る
こ
と

（負
担
と
給
付
に
関
す
る

世
代
間
格
差
の
是
正
）
で

あ
る
と
の
著
者
の
主
張
は

明
快
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の

主
要
な
問
題
点
は
、

厚
生
労
働
省
の

年
金
部
会
で
は
、
ま
と
も
に
議
論
す

ら
さ
れ
て
い
な
い
。

著
者
の
年
金
改
革
の
ポ
イ
ン
ト

は
、

厚
生
年
金
の
受
給
権
に
見
合

っ

た
支
払
い
債
務
を
、

す
で
に
発
生
し

た
過
去
債
務
と
こ
れ
か
ら
生
じ
る
将

来
債
務
と
に
分
け
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
う
ち
将
来
債
務
に
関
し
て
は
将

◎
評
者
八
代
尚
宏
官
本
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー理事
岳

バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
か
ら
見
た

年
釜
改
革
論

来
の
保
険
料
収
入
や
国
庫
負
担
と
ほ

ぼ
均
衡
し
て
お
り
、

問
題
は
積
立
金

等
を
考
慮
し
て
も
、

な
お
残
さ
れ
る

膨
大
な
過
去
債
務
の
処
理
で
あ
る
。

こ
の
過
去
債
務
を
、

減
少
す
る
一

方
の
将
来
世
代
に
負
担
さ
せ
る
厚
生

労
働
省
案
で
は
、

保
険
料
の
さ
ら
な

る
引
き
上
げ
が
必
要
と
き
れ
、

そ
れ

が
世
代
問
格
差
を
生
み
、

年
金
不
信

の
基
本
要
因
と
な
る
。
こ
れ
は
事
実

上
の
任
意
加
入
制
度

で
あ
る
国
民
年
金
の

未
納
率
の
上
昇
に
顕

著
に
見
ら
れ
る
が
、

厚
生
年
金
で
も
未
加

入
事
業
所

の
増
加

等
、

新
た
な
空
洞
化
が
生
じ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、

す
で
に
年
金
を
受
給
し

て
い
る
層
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の
給

付
調
整
が
不
可
欠
と
い
う
の
が
、

著

者
の
結
論
で
あ
る
。

本
書
の
論
理
は

「賦
課
方
式
の
公

的
年
金
で
は

（積
立
方
式
と
異
な
り
）

過
去
債
務
を
問
題
視
す
る
必
要
は
な

い
」
と
強
弁
す
る
厚
生
労
働
省
と
対

照
的
で
あ
る
。
こ
の
結
果
ヽ
１
９
９

９
年
の
年
金
改
正
時
に
は
公
表
さ
れ

た
厚
生
年
金
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の

最
新
版
は
未
だ
公
開
さ
れ
て
お
ら

ず
、

現
在
時
点
で
の
債
務
は
い
っ
そ

う
拡
大
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ

う
し
た
年
金
行
政
の

「退
化
」
こ
そ

国
会
で
追
及
す
べ
き
で
あ
る
。

本
書
の
明
快
な
内
容
に
関
す
る
若

干
の
疑
間
は
、

「積
立
方
式

へ
の
移

行
は
二
重
の
負
担
」
と
い
う
厚
生
労

働
省
と
同
じ
論
理
を
主
張
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
巨
額
の
過

去
債
務
が
あ
る
以
上
、

誰
か
が

「二

戸
松
淳
矩

『剣
と
蓄
薇
の
夏
』

（東
京
創
元
社
、
２
９
４
０
円
）

は
、

豪
華
絢
爛
の
一
大
歴
史
パ
ノ

ラ
マ
だ
。

精
級
に
再
現
さ
れ
た
時

代
風
俗
が
圧
倒
的
で
あ
る
。

時
間

を
か
け
て
描
き
こ
ま
れ
、

熟
成
さ

れ
た
作
品
世
界
の
備
え
る
緊
密
さ

が
長
大
な
ペ
ー
ジ
の
隅
々
ま
で
い

重
の
負
担
」
を
負
わ
ざ
る
を
得
な
い

こ
と
は
、

賦
課
方
式
の
ま
ま
で
も
変

わ
り
は
な
い
。

仮
に
不
良
債
権
処
理

と
同
様
に
、

給
付
債
務
の
削
減
と
い

う
形
を
と
れ
ば
、

そ
れ
は
受
給
者
の

コ
一重
の
負
担
」
で
の
バ
ラ
ン
ス
シ

ー
ト
の
均
衡
化
で
あ
る
と
言
え
な
い

だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

完
全
な
積
立
方

式
化
論
で
は
な
く
、

賦
課
方
式
の
基

礎
年
金
と
組
み
合
わ
せ
た
形
で
、

報

酬
比
例
年
金
を
民
間
の
積
立
方
式
で

運
営
す
る
方
式
へ
の
コ
メ
ン
ト
が
欲

し
か
っ
た
。

世
界
の
年
金
改
革
の
動
向
に
も
詳

細
な
解
説
が
あ
り
、

年
金

一
元
化
や

保
険
料
未
納
問
題
で
脇
道
に
逸
れ
て

い
る
年
金
論
議
の
本
質
を
見
極
め
る

た
め
に
は
必
読
の
内
容
と
言
え
る
。

ラ

『１
０
０
年
企
業
の
研
究
』

半
田
純

一
著
（マう
す
―
ラ
ル
多
こ

景
気
が
少
し
持
ち
直
し
て
く
る

と
、

あ
れ
ほ
ど
問
題
に
さ
れ
た
構
造

改
革
、

そ
し
て
企
業
改
革
の
熱
気
は

失
わ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し

企
業
改
革
は
構
造
的

社
　
　
な
問
題
で
あ
り
、

短

帥
如

　
な っ 期
仰
捧
鏑

響

い

な

い
。

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

・

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
拓
年
間
、

二
十
数
社
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
か
か

ミ
ナ
ど

き
わ
た
っ
て
い
る
ず
！
ｉ
！
！
！

時
は
１９
世
紀
な
か
ば
、

徳
川
幕

府
使
節
団
の
訪
問
に
わ
く
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
。

読
者
は
当
然
、

わ
れ
わ

れ
の
祖
先
の
ラ
ス
ト
・
サ
ム
ラ
イ

た
ち
が
い
か
に
し
て

「文
明
の
衝

突
」
を
体
験
し
た
か
と
い
う
苦
難

の
物
語
を
予
想
す
る
だ
ろ
つヽ
。
と
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